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     再スタートのための任意売却

         

    
    
    
     
          	
                    相談実績

                    1,000件超

               
	
                    メディア

                    多数掲載中

               
	
                    費用は安心の

                    完全無料！
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    こんな悩みでローンが払えない人が近年増えています
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          競売の悲劇

    

        
     強制的に裁判所の管理下で売却し、その売却代金から債権者が支払を受ける制度をいいます。
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          任意売却について

    

        
     一般の不動産市場に売りに出し、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。
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          リースバック

    

        
     払えなくなった住まいを「賃貸住居」にするのがリースバックです。
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          離婚と任意売却

    

        
     近年の離婚増加に伴い、離婚時における住宅ローン問題のお力になります。

    

       
  
   

 
 





  
    状況を熟慮した解決方法のご提案

         

 
  
  

  いま向き合っている問題にはとても障壁が多く、大変な思いをされていることと思います。
その中で、まず先に解決したい事柄があるはずです。
私たちプレステージでは、皆様の置かれている状況をまず正確にヒアリングし、解決方法の最適な選択をご提案させて頂きます。
  



任意売却で解決したい方

arrow_downward


任意売却


          任意売却とは、債務者と債権者との合意のもと適正価格で不動産を売却することです。不動産を購入した後、様々な理由で住宅ローンの返済が困難になり3ヶ月～6ヶ月滞納し、期限の利益の喪失となると融資している住宅金融支援機構（旧、住宅金融公庫）や金融機関は、不動産を抵当権に基づき差押え、競売の手続きにより強制的に資金を回収します。
        


        任意売却について見る
      






今のまま住み続けたい方

arrow_downward


リースバック


          リースバックとは、いったん第三者（または当社）にご自宅を売却し、その後「賃貸住宅」としてお客様が賃料を払い住み続けるという方法です。

          リースバックは「賃貸借契約」を結びますので、安定した収入や連帯保証人を用意するなどの条件や、家賃滞納を保証する「賃貸保証会社契約」に加入していただく必要が生じます。
        


        リースバックについて見る
      









 

 




  
    プレステージが選ばれる4つの理由
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お客様第一に


      お困りになられているお客様の立場を第一に考え、誠心誠意、まごころ込めた対処を行わせて頂きますので、安心してご相談下さい。
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プロの交渉力


      数多くの実績から債権者との交渉力に大きな自信があります。「ご依頼者を窮地から救いたい」、この想いが任意売却を成功させる原動力となっています。
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法律のプロと連携


      数多くの実績からなる経験則と法的アドバイスも含めた最善の方法をご提案し、短期解決に向けお手伝いさせていただきます。
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費用面の心配無用


      当社ではプロならではの経験から、任意売却を実行するに当たっての様々な費用を事前にお立て替えいたします。
      






 

 




  
    弁護士・司法書士とタイアップ

         

 
  
  

  当社では弁護士及び司法書士とタイアップし、問題解決を行っております。
例えば離婚されるお二人なら、相談ひとつに関しても顔を合わせて相談するのは精神的に苦痛なこともあるでしょう。
そんな折には当社スタッフはもちろん、必要に応じて法的アドバイスも含めた最善の方法をご提案し
短期解決に向けお手伝いさせていただきます。
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        上野・横山・渡 法律事務所

        渡 能史
      


        詳しく見る
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      やなだ総合法律事務所

      簗田 真也
      


        詳しく見る
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      たんぽぽ司法書士事務所

      安東 朋美
      


        詳しく見る
      






 

 




  
    お知らせ

         

 
  
  	最新情報
	お知らせ
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  お知らせ一覧を見る
 

 





  
    ブログ
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      ブログ
      
    札幌市豊平区任意売却リースバック老後破綻のご相談をさせていただきました。

        	
	2024.04.04
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      ブログ
      
    札幌市北区任意売却リースバックのご相談をさせて頂きました。

        	
	2024.03.18
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      任意売却|成功事例
      
    札幌市北区任意売却物件のお引き渡しが完了しました。

        	
	2024.03.13
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      任意売却
      
    札幌市北区任意売却物件のご依頼をいただきました。

        	
	2023.10.18
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      成功事例
      
    札幌市清田区任意売却物件のお引き渡しが完了致しました。

        	
	2022.09.09


       

  
    
   
    
     [image: ]
[image: ]

    

   
      任意売却
      
    札幌市清田区任意売却のご依頼をいただきました。

        	
	2022.04.22


       

  
   

 
  
  ブログ一覧を見る
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年中無休 9:30 ~ 20:00

0120-281-380
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24時間受付中

メールでご相談
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詳しく相談に乗ってほしい方は

無料面談ご予約
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